
 平成17年(ワ)第123号 特許権等侵害行為差止等請求事件

 原告・仙台工業株式会社　　

 被告・株式会社中央オート外

 乙号証 証拠説明書（１）　
 　　　　　　　　　　　（答弁書と共に写しを提出のもの）

 平成17年３月１日

 東京地方裁判所 民事29部 御中

 被告ら訴訟代理人弁護士　　松　本　直　樹　（印）　

 被告ら訴訟代理人弁護士　　石　川　美津子　（印）　

 被告ら訴訟代理人弁理士　　上　條　由紀子　（印）　

 同補佐人　弁理士　　羽　切　正　治　（印）　

 乙第１号証 （通し頁P.1～）実開昭48-21337の願書マイクロフィルム

 写し。先行技術。乙４が「係止突部」の先行例としている。

 乙第２号証 （通し頁P.5～）実公昭48-33854

 写し。先行技術。乙４が「溝部」の先行例としている。

 乙第３号証 （通し頁P.7～）実開昭53-140247の願書マイクロフィルム

 写し。先行技術。乙４が「係止突部」の先行例としている。

 乙第４号証 （通し頁P.18）拒絶理由通知書

 写し。本件特許の審査経過での文書であり、乙１～乙３の先行技術を指摘している。

 乙第５号証 （通し頁P.19～20）共同開発契約書

 原本。被告中央オートと原告との間の共同開発契約書。2000年10月1日付け。

 乙第６号証 （通し頁P.21）調査結果報告書

 原本。被告中央オート作成の調査結果報告書。2000年7月2日付け。被告製品の開発経

 緯。

 乙第７号証 （通し頁P.22）企画書

 原本。被告中央オート作成の企画書。2000年7月2日付け。被告製品の開発経緯。

 乙第８号証 （通し頁P.23）デザイン設計書

 原本。グランド企画作成のデザイン設計書。2000年9月1日付け。被告製品の形状の原

 型が出ている。

 乙第９号証 （通し頁P.24）要求仕様書

 原本。グランド企画作成の要求仕様書。2000年9月1日付け。被告製品は基本的にこれ

 に従って作られている。

 乙第１０号証 （通し頁P.25）開発・製造元リスト

 原本。グランド企画作成の開発・製造元リスト。2000年9月1日付け。被告中央オート

 はこれを参考として被告製品の製造を検討した。

以上

 乙号証 証拠説明書（１）

（05年3月の共同研修での被告の証拠説明書で
す。（松本、他の資料などは次のアドレス

http://homepage3.nifty.com/nmat/））


